
政
令
第

号

福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
施
行
令
及
び
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
六
第
五
項
及
び
厚
生
年
金
保

険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）
第
八
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
二
十
四
年
政
令
第
百
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
一
条
中
「
同
じ
。
）
及
び
」
を
「
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
以

下
同
じ
」
を
「
以
下
こ
の
条
か
ら
第
三
十
三
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
」
に
改
め
、
「
月
額
を
い
う
」
の
下
に
「
。
第
四
十
条

第
一
号
に
お
い
て
同
じ
」
を
加
え
る
。

第
三
十
二
条
第
一
号
中
「
次
号
」
の
下
に
「
及
び
第
四
十
一
条
」
を
、
「
報
酬
を
い
う
」
の
下
に
「
。
第
四
十
一
条
第
一

号
に
お
い
て
同
じ
」
を
、
「
こ
の
号
」
の
下
に
「
及
び
第
四
十
一
条
第
一
号
」
を
、
「
標
準
報
酬
月
額
を
い
う
」
の
下
に
「

。
同
号
に
お
い
て
同
じ
」
を
加
え
る
。



第
四
十
条
を
第
四
十
三
条
と
し
、
第
三
十
九
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

（
派
遣
職
員
に
関
す
る
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
の
特
例
に
係
る
負
担
金
の
金
額
）

第
四
十
条

法
第
八
十
九
条
の
六
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
第
一
号
に
お
い
て

「
読
替
え
後
の
国
共
済
法
」
と
い
う
。
）
第
九
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
（
法
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
に
規

定
す
る
機
構
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
国
が
負
担
す
べ
き
金
額
は
、
各
月
ご
と
に
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。

一

機
構

当
該
派
遣
職
員
（
法
第
八
十
九
条
の
三
第
七
項
に
規
定
す
る
派
遣
職
員
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
か
ら
第
四
十

二
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
読
替
え
後
の
国
共
済
法
第
九
十
九
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
そ
の
月
に

機
構
及
び
国
が
負
担
す
べ
き
金
額
の
合
計
額
に
、
機
構
が
当
該
派
遣
職
員
に
支
給
し
た
報
酬
（
読
替
え
後
の
国
共
済
法

第
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
報
酬
を
い
う
。
）
の
額
を
基
礎
と
し
て
報
酬
月
額
の
算
定
に
係
る
国
家
公
務
員
共

済
組
合
法
第
四
十
条
第
五
項
、
第
八
項
、
第
十
項
、
第
十
二
項
若
し
く
は
第
十
四
項
の
規
定
又
は
同
条
第
十
六
項
の
規

定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
額
と
そ
の
月
に
機
構
が
当
該
派
遣
職
員
に
支
給
し
た
期
末
手
当
等
（
読
替
え
後
の
国
共
済
法

第
二
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
期
末
手
当
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
額
と
の
合
計
額
を
当



該
派
遣
職
員
の
標
準
報
酬
の
月
額
の
基
礎
と
な
っ
た
報
酬
月
額
と
そ
の
月
に
当
該
派
遣
職
員
が
受
け
た
期
末
手
当
等
の

額
と
の
合
計
額
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額

二

国

当
該
派
遣
職
員
に
係
る
機
構
及
び
国
が
負
担
す
べ
き
金
額
の
合
計
額
か
ら
前
号
に
定
め
る
金
額
を
控
除
し
た
金

額
（
派
遣
職
員
に
関
す
る
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
保
険
料
の
額
）

第
四
十
一
条

厚
生
年
金
保
険
法
施
行
令
第
四
条
の
二
第
二
項
第
六
号
の
規
定
に
よ
り
機
構
及
び
国
が
負
担
す
べ
き
保
険
料

の
額
は
、
各
月
ご
と
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

機
構

当
該
派
遣
職
員
で
あ
る
第
二
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
に
係
る
厚
生
年
金
保
険
法
第
八
十
二
条
第
四
項
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
月
に
機
構
及
び
国
が
負
担
す
べ
き
保
険
料
の
額
の
合
計
額

に
、
機
構
が
当
該
派
遣
職
員
に
支
給
し
た
報
酬
の
額
を
基
礎
と
し
て
報
酬
月
額
の
算
定
に
係
る
同
法
第
二
十
一
条
第
一

項
、
第
二
十
二
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
第
一
項
の

規
定
又
は
同
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
額
と
そ
の
月
に
機
構
が
当
該
派
遣
職
員
に
支
給
し

た
賞
与
の
額
と
の
合
計
額
を
当
該
派
遣
職
員
の
標
準
報
酬
月
額
の
基
礎
と
な
っ
た
報
酬
月
額
と
そ
の
月
に
当
該
派
遣
職



員
が
受
け
た
賞
与
の
額
と
の
合
計
額
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額

二

国

当
該
派
遣
職
員
で
あ
る
第
二
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
に
係
る
機
構
及
び
国
が
負
担
す
べ
き
保
険
料
の
額
の
合
計

額
か
ら
前
号
に
定
め
る
額
を
控
除
し
た
額

（
派
遣
職
員
に
関
す
る
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
の
特
例
）

第
四
十
二
条

派
遣
職
員
に
関
す
る
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲

げ
る
同
令
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

第
二
条
第
一
項

五

国
家
公
務
員
法
第
二
条
第
三
項
第
十

四
の
七

福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
（

号
、
第
十
三
号
、
第
十
四
号
又
は
第
十

平
成
二
十
四
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第

六
号
に
掲
げ
る
者
で
第
一
号
か
ら
第
四

八
十
九
条
の
三
第
七
項
に
規
定
す
る
派

号
の
二
ま
で
又
は
前
二
号
に
掲
げ
る
者

遣
職
員

に
準
ず
る
も
の

五

国
家
公
務
員
法
第
二
条
第
三
項
第
十

号
、
第
十
三
号
、
第
十
四
号
又
は
第
十

六
号
に
掲
げ
る
者
で
第
一
号
か
ら
第
四



号
の
二
ま
で
又
は
前
三
号
に
掲
げ
る
者

に
準
ず
る
も
の

第
二
十
五
条
の
四
第
一
項

若
し
く
は
受
入
先
弁
護
士
法
人
等

、
受
入
先
弁
護
士
法
人
等

第
一
号

が
負
担
す
べ
き

若
し
く
は
機
構
（
福
島
復
興
再
生
特
別
措

置
法
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す

る
機
構
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。

）
が
負
担
す
べ
き

第
二
十
五
条
の
四
第
二
項

若
し
く
は
受
入
先
弁
護
士
法
人
等

、
受
入
先
弁
護
士
法
人
等
若
し
く
は
機
構

附
則
第
八
条
第
三
項
第
一

継
続
長
期
組
合
員

派
遣
職
員
（
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法

号

第
八
十
九
条
の
三
第
七
項
に
規
定
す
る
派

遣
職
員
を
い
う
。
第
六
項
に
お
い
て
同
じ

。
）
で
あ
る
組
合
員
、
継
続
長
期
組
合
員

附
則
第
八
条
第
六
項

及
び
継
続
長
期
組
合
員

、
派
遣
職
員
で
あ
る
組
合
員
及
び
継
続
長



期
組
合
員

（
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

厚
生
年
金
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
の
二
第
一
項
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
の
次
に
次

の
一
号
を
加
え
る
。

五

福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
公
益
財
団
法
人
福
島
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ー

ス
ト
構
想
推
進
機
構

第
四
条
の
二
第
二
項
中
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
の
次
に
次

の
一
号
を
加
え
る
。

六

福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
第
八
十
九
条
の
三
第
七
項
に
規
定
す
る
派
遣
職
員
で
あ
る
第
二
号
厚
生
年
金
被
保
険
者

同
法
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
公
益
財
団
法
人
福
島
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ー
ス
ト
構
想
推
進
機
構
及

び
国

附

則



（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
平
成
三
十
二
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
・
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

平
成
三
十
二
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
・
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
二

十
七
年
政
令
第
二
百
五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
二
中
「
第
四
条
の
二
第
二
項
第
六
号
」
を
「
第
四
条
の
二
第
二
項
第
七
号
」
に
改
め
る
。

（
平
成
三
十
一
年
ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
大
会
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

平
成
三
十
一
年
ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
大
会
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
二
百
五
十
八
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
二
中
「
第
四
条
の
二
第
二
項
第
七
号
」
を
「
第
四
条
の
二
第
二
項
第
八
号
」
に
改
め
る
。

（
平
成
三
十
七
年
に
開
催
さ
れ
る
国
際
博
覧
会
の
準
備
及
び
運
営
の
た
め
に
必
要
な
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一

部
改
正
）

第
四
条

平
成
三
十
七
年
に
開
催
さ
れ
る
国
際
博
覧
会
の
準
備
及
び
運
営
の
た
め
に
必
要
な
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令



（
令
和
元
年
政
令
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
第
四
条
の
二
第
二
項
第
八
号
」
を
「
第
四
条
の
二
第
二
項
第
九
号
」
に
改
め
る
。



理

由

復
興
庁
設
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
公
益
財
団
法
人
福
島
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ー
ス
ト

構
想
推
進
機
構
に
派
遣
さ
れ
た
国
の
職
員
に
つ
い
て
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
の
規
定
に
よ
る
同
機
構
及
び
国
の
負
担
金
の
金

額
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
の
適
用
関
係
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


